
狂犬病予防法（昭和二十五年法律第二百四十七号）（抄） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することに

より、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第二条 この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる

動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び 

第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。 

一 犬 

二 猫その他の動物（牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる（次項において「牛等」とい

う。）を除く。）であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるも

の 

２ 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められる

ときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部（前項第二号に掲げる

動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。）を準用す

ることができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用

する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣

に報告しなければならない。 

 

第三章 狂犬病発生時の措置 

（届出義務） 

第八条 狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にか

まれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定

めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所⾧にその旨を届け出なければ

ならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこ

れをしなければならない。 

２ 保健所⾧は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都

道府県知事に報告しなければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県

知事に通報しなければならない。 

（隔離義務） 

第九条 前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなけ

ればならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。 

２ 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。 

（公示及びけい留命令等） 

第十条 都道府県知事は、狂犬病（狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。）が

発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のす



べての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。 

（殺害禁止） 

第十一条 第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺

してはならない。 

（死体の引渡し） 

第十二条 第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は

解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取

りを必要としない場合は、この限りでない。 

（検診及び予防注射） 

第十三条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため

必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の

予防注射を行わせることができる。 

（病性鑑定のための措置） 

第十四条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県

知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すこと

ができる。 

２ 前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。 

（移動の制限） 

第十五条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及

び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への

移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 

（交通のしヽやヽ断又は制限） 

第十六条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、

厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びそ

の附近の交通をしや断し、又は制限することができる。但し、その期間は、七十二時間をこえ

ることができない。 

（集合施設の禁止） 

第十七条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展

覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。 

（けヽいヽ留されていない犬の抑留） 

第十八条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員

をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬

を抑留させることができる。 

２ 前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。 

（けい留されていない犬の薬殺） 

第十八条の二 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合に

おいて、前条第一項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるとき

は、区域及び期間を定めて、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられている

にかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県



知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対し

て、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。 

２ 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。 

（厚生労働大臣の指示） 

第十九条 厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めると

きは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第十三条及び第十五条から前条までの規定による

措置の実施を指示することができる。 

 

狂犬病予防法施行規則（昭和二十五年厚生省令第五十二号）（抄） 

（狂犬病の犬等の届出） 

第十六条 法第八条第一項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。 

一 犬にあつては、次に掲げる事項 

イ 所有者の氏名及び住所 

ロ 登録年度及び登録番号 

ハ 犬の体格 

二 法第二条第一項第二号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項 

イ 種類 

ロ 所有者の氏名及び住所 

ハ 所在地 


